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　年金分野でのマイナンバー（個人番号）は平成29年１月から利用が開始され、年金手帳等の代わりにマイナンバーカードを
窓口に提示して相談や照会が受けられるようになった。平成30年３月５日からは、マイナンバーによる届出・申請が開始した。
これは基礎年金番号またはマイナンバーのいずれかを記入すれば手続きが行えるものだが（図１）、今後はマイナンバーの利用
が住所変更届や氏名変更届の届出省略、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略まで拡大する
ことが予定されている。

図１　平成30年３月５日からの様式変更 （例）第３号被保険者関係届

　年金の手続きは３月からマイナンバーが必要

見　本

平成30年３月５日から使用していただく様式です。３月４日までは使用できません。
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　日本年金機構では、平成30年２月16日及び19日に「国民年金保険料未納期間のお知らせ」（図２）を送付し、早期の納付を促
した。平成30年１月12日時点で保険料を納めていない期間については「×」が表示されている（免除は除く）。国民年金保険料
は手元にある納付書で近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納める。

図２　国民年金保険料未納期間のお知らせ

マイナンバーを記載する主な届書等
【厚生年金保険関係】
○ 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
○ 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
○ 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
○ 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
○ 被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
○ 被扶養者（異動）届・第３号被保険者関係届
【国民年金関係】
○ 第３号被保険者関係届
○ 国民年金被保険者関係届書（申出書）
○ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
○ 国民年金保険料学生納付特例申請書
【年金給付関係】
○ 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）
○ 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）
○ 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）別紙
○ 年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）
※ それ以外についてはhttps://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.fi les/08.pdfをご覧ください。

　国民年金保険料未納期間をお知らせ
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日本年金機構ホームページより

　
　
　日本年金機構は平成30年２月21日、「ねんきんネット」のユーザID発行件数が500万件を超えたことを発表した。「ねんきん
ネット」は平成23年２月にサービスを開始した。以後、発行件数は順調に延び、平成26年６月時点で300万件超、平成27年12
月400万件超となり、平成29年12月には500万件を超えた（図３）。
　「ねんきんネット」は、「アクセスキー」を使って日本年金機構ホームページで利用登録を行う。「アクセスキー」はインターネ
ットでユーザIDを即時発行するための17桁の番号 で、「ねんきん定期便」に記載されているほか、年金事務所や街角の年金相
談センターでも発行している。

図３　「ねんきんネット」ユーザID発行件数の推移

　
　
　厚生労働省は平成30年２月23日、「毎月勤労統計調査（平成29年分結果確報）」を公表した。これによれば、月平均の現金給
与総額は、一般労働者が0.5％増の414,077円、パートタイム労働者が0.7％増の98,347円であった。所定内給与は一般労働者
が0.3％増の307,180円、パートタイム労働者が0.9％増の92,714円であった。月平均の現金給与総額が前年と比較して最も増
えたのは「鉱業、採石業等」の3.6％増（333,277円）、一方で最も減ったのは「飲食サービス業等」の△2.1％（124,059円）で
あった。特別に支払われた給与の月平均額については「電気・ガス業」が5.6％増（113,646円）で最も増え、「飲食サービス業等」
が最も減って△11.0％（7,019円）であった。
　月間労働時間は一般労働者が3.1％増の168.8時間、パートタイム労働者は1.4％減の86.1時間であった。就業形態別にみる
と「運輸業、郵便業」の173.2時間が最も多く、「飲食サービス業等」が99.3時間と最も少なかった。
　なお、平成29年において、実際に支払われた名目賃金指数が101.0％（前年度比0.4％増）であったのに対して実質賃金指数
は△0.2％の100.5％となっている。

　
　
　厚生労働省は平成30年２月23日、平成29年12月末現在の国民年金保険料の納付率を公表した。

　「ねんきんネット」ユーザID500万件を突破

　現金給与総額で一般労働者0.5％増、パートタイム労働者0.7％増

　平成29年12月末現在国民年金保険料の納付率は現年度分で63.4％
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【平成27年度分（過年度２年目）の納付率】
　平成27年度末からプラス9.2ポイントの72.6％であった。これは平成27年４月〜平成28年３月分の保険料のうち、平成29
年12月末までに納付された月数の割合である。平成29年度末時点の目標は、平成27年度末からプラス7.0ポイントであったた
め、目標値には達している。

【平成28年度分（過年度１年目）の納付率】
　平成28年度末からプラス5.0ポイントの70.0％であった。これは平成28年４月〜平成29年３月分の保険料のうち、平成29
年度12月末までに納付された月数の割合である。平成29年度末時点の目標は、平成28年度末からプラス4.0ポイントであった
ため、目標値には達成している。

【平成29年４月〜平成29年11月分（現年度分）の納付率】
　対前年同期比プラス1.9ポイントの63.4％であった。平成29年度末時点の目標は、前年度実績から＋1.0ポイントであった。

　なお、平成29年４月〜平成29年12月分の強制徴収の実施状況は、最終催告状送付が102,248件（前年同期比18,640件増）、
督促状送付が59,276件（前年同期比15,171件増）、財産差押が8,116件（前年同期比737件）であった。
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